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令和８年６月１日

建設工事等 入札・契約制度の留意事項

瀬戸内市総務部契約管財課

瀬戸内市が発注する建設工事及び測量業務、建設コンサルタント業務等に係る入札・契約制度

の留意事項について、次のとおりお知らせします。

お知らせ

１ 建設工事

・発注標準等の金額区分の見直し

別にホームページでお知らせしたとおり、過去からの建設資材の高騰や労務単価の上昇を考慮

して、入札参加資格の格付に応じた設計金額の見直し、概ね 1.5 倍に引き上げます。これにあわ

せて、一般競争入札（条件付）の対象とする設計金額の区分及び総合評価落札方式の対象とする

設計金額の区分も1.5 倍に引き上げます。

適用時期：令和8年6月 1日以降に入札公告、指名通知を行う工事

２ 共通事項

・電子契約について

電子契約を令和６年４月から導入しています。ご協力をお願いします。

詳細につきましては、瀬戸内市ホームページをご覧ください。

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/5/140591.html

※ 契約時の提出書類はなるべく、PDF形式での提出をお願いします。

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/5/140591.html
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・随意契約（見積合わせ）時の書類交付方法について

インターネット上（入札参加資格申請で使用した「申請支援サービス」を利用するもの）で書類交

付するシステムを導入しています。このシステムで書類を交付することがあるので、「申請支援サ

ービス」のログイン方法（ID・パスワード）・メールアドレス（連絡先アドレス又は情報公開用アドレ

ス）についてご確認ください。

申請支援サービスURL

https://gyouseisol.jp/gyousya/

※各種メールアドレス変更方法

ログイン後メインメニュー「各種設定」→「メールアドレス変更」又は「情報公開メールアドレス設定」

・「メールアドレス変更」では、入札参加資格申請の申請者のアドレス変更を行います。

・「情報公開メールアドレス設定」では、「建設」「コンサル」などの業種ごとに書類交付のメールアド

レスを設定することができます。（全ての業務区分の「業務共通」も設定可能です。）

https://gyouseisol.jp/gyousya/
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留意事項

Ⅰ．入札制度に関すること

１ 制限付一般競争入札

（１）対象

・設計金額3,000万円（税込）以上の土木一式工事（橋梁上部工事等の特殊な工事を除く）

・設計金額7,500万円（税込）以上の上記以外の建設工事

※緊急を要する場合その他市長が特に認めた場合は、この限りではありません。

※設計金額 1億2,000万円（税込）以上の土木一式工事・橋梁上部工事は、総合評価落札

方式を実施します。

・瀬戸内市建設工事等入札調査指名委員会が決定した測量、建設コンサルタント業務等

（２）入札公告

①閲覧場所

・入札情報公開システム

・契約管財課窓口

・市役所本庁、各支所及び出張所掲示板

②共通事項

入札公告に共通する事項は「一般競争入札公告共通事項」に定めています。

（３）入札参加資格審査

事後審査方式。開札後、落札候補者に対して入札参加資格の確認を行います。

２ 指名競争入札

（１）対象

・設計金額3,000万円（税込）未満の土木一式工事（橋梁上部工事等の特殊な工事を除く）

・設計金額7,500万円（税込）未満の上記以外の工事

※緊急を要する場合その他市長が特に認めた場合は、この限りではありません。

・測量、建設コンサルタント業務

（２）指名通知

指名通知は、電子入札システムによってお知らせします。

（３）指名業者の公表

指名業者は、事後公表とし、落札決定後に入札情報公開システム及び契約管財課窓口で公

表します。
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３ 電子入札

入札は、岡山県電子入札共同利用システム（以下「電子入札システム」という。）を利用した電

子入札により実施します。

４ 予定価格

（１）建設工事

・設計金額500万円（税込）未満の競争入札については、予定価格を事前公表とします。

・設計金額500万円（税込）以上の競争入札については、予定価格を事後公表とします。

（２）測量、建設コンサルタント業務等

競争入札については、予定価格を事後公表とします。

５ 最低制限価格制度

総合評価落札方式を除く競争入札については、最低制限価格を設定しています。（令和５年度

から以下のように最低制限価格の計算式を見直しています。）

令和5年6月入札公告分から、建設工事における最低制限価格基準率を、0.92とする。

[最低制限価格算出式]

工事 ： 最低制限価格（税抜）＝予定価格算出の基礎となった設計金額（税抜）×

（最低制限価格基準率－（0.004X＋0.0004Y））〈千円未満切り捨て〉

X 及び Y は、0 から 9 までの 1 単位の変数

６ 低入札価格調査制度

総合評価落札方式の場合は、低入札価格調査制度を採用しています。調査基準価格等について

は、市HPなどを参照してください。

※入札・契約・工事等関係例規ページ

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/5/1911.html

７ 積算疑義申立手続（試行）

予定価格500 万円（税込）以上の建設工事（公共建築工事（営繕工事及びその他これらに類す

る工事）等を除く）について、入札参加者は積算に係る疑義申立をすることができます。

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/5/1911.html
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Ⅱ．入札手続に関すること

１ 入札書の提出

電子入札システムに入札金額を登録することにより入札書を提出してください。また同時にく

じ番号（「000」を除く任意の３桁の数字）の登録を行ってください。

２ 入札の辞退

電子入札の辞退は、電子入札システムに辞退を登録することにより、行ってください。

なお、建設工事の競争入札で、技術者等の配置が困難な場合は、契約の締結ができないため、

入札金額を登録するまでに、入札を辞退してください。

３ 入札回数

入札回数は最大3回です。

予定価格事前公表の建設工事については、入札回数は１回です。

４ 再度の入札

再入札に参加することができる者は、1回目の入札に参加した者に限ります。

再々入札に参加することができる者は、再入札に参加した者に限ります。

再入札の入札受付締切日時は、原則開札日の午後１時、再々入札の入札受付締切日時は、原則

同日の午後3時とし、締切後直ちに開札します。

５ 落札可能届

建設工事の電子入札で、同一日に複数の案件を応札する場合にあって、配置可能な技術者等の

数を超える件数の入札案件に応札する場合は、開札日の前日までに落札可能届（様式第 1号）を

提出してください。

落札決定順は、再入札又は積算疑義申立手続き等によって、開札順とは異なる場合があります。

落札可能届の提出がなく、落札者又は落札候補者となった後に、技術者等の不足を理由に落札

者又は落札候補者を辞退した場合は、指名停止としますので注意してください。

６ 入札金額の内訳書

建設工事の競争入札については、入札の際に、入札金額の内訳書の提出を求めています。ただ

し、第2回入札（再入札）及び第3回入札（再々入札）時の提出は必要ありません。

（１）内訳書の様式

任意の様式で構いません。ただし、提出する内訳書には「工事名」「入札者名」を必ず記載して
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下さい。

（２）無効又は失格

内訳書の提出がない入札は無効になります。また、記入漏れ等がある場合は、原則として当

該内訳書を提出した者の入札を失格とします。

Ⅲ．契約手続に関すること

１ 契約締結

（１）契約関係書類の交付（電子契約）

落札者となった場合は、早めに電子契約利用申出の手続きをお願いします。（紙書類の契約

締結をご希望の場合は、ご相談ください。）

（２）契約関係書類の作成

落札決定した日から 14日以内に書類を作成し、契約管財課へメール等で提出してください。

（３）契約保証関係

契約を締結しようとするときは、請負者は契約金額の100分の 10以上の契約保証金を納

付しなければなりません。

現金での契約保証金の納付を希望される場合は、納付書を併せてお渡しする必要がありま

すので、電子契約利用申出の手続きの際に入力してください。

２ 建設工事における技術者等

（１）現場代理人

市の発注する建設工事においては、請負者は、現場代理人を設置しなければなりません。

現場代理人の兼務が認められる場合があります。詳しくは、瀬戸内市発注工事における現場

代理人取扱要領を参照してください。

（２）監理技術者等

建設工事においては、請負者は、建設業法に定める主任技術者、監理技術者、特例監理技術

者又は監理技術者補佐（以下、「監理技術者等」という。）を設置しなければなりません。

・監理技術者等は、工事を請け負った建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係にあるこ

とを要件とします。

・監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日（指名競争に付す場

合であって、入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合

にあっては見積書の提出のあった日）以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要で

す。

・恒常的な雇用関係については、監理技術者資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は

健康保険証の交付年月日等により確認をします。
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・工事一件の請負金額（税込）4,500万円（建築一式工事の場合は9,000万円）以上のも

のについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、工事現場毎に専任の監理技

術者等を置かなければなりません。なお、専任の技術者の設置は下請工事であっても必

要です。

・一人の技術者等が同一工事の現場代理人と監理技術者等を兼務することは可能です。

・下請金額の合計が5,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）以上の工事を発注

する場合については、特定建設業の許可が必要になります。

・下請金額の合計が5,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）以上となる場合に

ついては、工事現場に監理技術者を設置しなければなりません。

・その他監理技術者制度については、建設業法その他関係諸法令、監理技術者制度運用マ

ニュアル等を参照してください。

（３）工事外注計画と下請契約の予定額

工事外注計画としては受注前に立案される概略のものから、着手時における詳細なものまで

考えられます。適宜計画を作成し、下請負の予定額が 5,000 万円（建築一式工事の場合

8,000万円）以上となるか否かを把握し、監理技術者等の設置の要否を判断してください。

（４）営業所技術者等について

営業所技術者等（営業所技術者又は特定営業所技術者をいう。）は、営業所に常勤して専ら

その職務に従事することが求められていますが、一定要件を満たす場合は、特定営業所技術

者は主任技術者又は監理技術者の職務を、営業所技術者は主任技術者の職務を兼ねること

ができます。 詳細は建設業法その他関係諸法令、監理技術者制度運用マニュアル等を参照し

てください。

（５）下水道工事の推進工事技士

下水道工事において推進工事作業中は、推進工事技士の資格を有する者（元請又は下請を問

わない）を現場に常駐配置してください。

（６）管更生工事の配置技術者（元請業者）に必要な施工管理資格要件

配置技術者（元請業者）の施工管理資格は、土木一式工事で求められる資格のほか、一般社

団法人日本管路更生工法品質確保協会の下水道管路更生管理技士資格またはこれと同等以上

の資格を有することとします。

なお、同等以上の資格とは、以下のとおりです。

・公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 「下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）」

・一般社団法人 日本管更生技術協会 「下水道管きょ更生施工管理技士」

３ 請負代金内訳書における法定福利費の明示

令和6年6月1日以降に契約を締結する建設工事について、契約締結後、法定福利費を明示

した請負代金内訳書を提出していただきますよう、お願いいたします。
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詳細につきましては、瀬戸内市ホームページをご覧ください。

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/5/1370.html

Ⅳ．工事の施工、契約の履行等に関すること

１ 前金払等

（１）前金払

・建設工事については、請負代金額の10分の4以内とします。

・測量、建設コンサルタント業務については、請負代金額の10分の3以内とします。

（2）部分払

建設工事については、工事の完了前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料

及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、

部分払を請求することができます。

部分払の回数は、以下に掲げる回数の範囲内において行なうものとし、部分払の回数は、毎

月１回をこえることはできません。

①水道事業以外の工事

一 請負金額が500万円未満までの工事 １回

二 請負金額が500万円以上1,500万円未満までの工事 ２回

三 請負金額が1,500万円以上3,000万円未満までの工事 ３回

四 請負金額が3,000万円以上6,000万円未満までの工事 ４回

五 請負金額が6,000万円以上の工事 ５回

以降、6,000万円に6,000万円を増すごとに５回に１回を加えた回数

②水道事業の工事

一 請負金額が130万円以上1,000万円未満までの工事 １回

二 請負金額が1,000万円以上5,000万円未満までの工事 ２回

三 請負金額が5,000万円以上の工事 ３回

（3）中間前金払

請負代金額が1,000万円以上の建設工事は、部分払に代えて中間前金払を選択することが

できます。

※中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の10分の4以内の前払金に加えて、工

事の中間段階にさらに請負代金額の10分の2以内を前払金として支払うものであり、受

注者は前払金として請負代金額の最大10分の6まで受け取ることができる制度です。

２ 建設工事における成績評定及び通知について

平成29年6月1日以降（令和3年1月1日改定）にしゅん功検査を行った建設工事（評定を

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/5/1370.html
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省略する工事を除く当初の請負代金額が500万円以上の工事）について、工事成績評定結果を

通知しています。

・成績評定要領及び通知要領

瀬戸内市ホームページ「ホーム→しごと・産業→入札・契約→入札・契約・工事等関係のお知

らせ」及び「ホーム→しごと・産業→入札・契約→入札・契約・工事等関係例規」に掲載していま

す。

３ 社会保険等未加入対策

社会保険等未加入建設業者（建設業許可を有する者に限る）を相手方として下請契約を締結す

ることについて、二次下請以降も当該下請契約の請負代金総額にかかわらず、原則禁止していま

す。

４ 工事書類等

瀬戸内市ホームページ内の「入札・契約・工事関係様式」のページに、入札等に必要な様式のう

ち市で策定しているものを掲載しています。

市発注工事の大半は、国土交通省や岡山県の共通仕様書に準じているため、土木工事で主に準

用している「岡山県土木工事共通仕様書」及び公共建築工事で主に準用している「公共建築（改修）

工事標準仕様書」のホームページをご案内しますので、各仕様書を参考に必要書類を作成してく

ださい。

５ 現場施工体制確認

請負者による適切な施工体制の確保は、公共工事の品質確保の前提となるものであり、さらに、

建設工事の施工に携わる技術者の役割は非常に重要であることから、「現場施工体制確認の実施

要領」及び「現場施工体制確認の処理要領」により取り扱うこととします。

６ 工事現場の安全管理

工事現場の安全管理措置が不適切であり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害

を与えたと認められるとき、工事関係者に死亡者や負傷者を生じさせたと認められるとき等、指

名停止基準に該当する場合は指名停止となりますので、工事現場の安全管理の徹底に努めてく

ださい。

７ 市発注工事の工事看板への市マスコット「セットちゃん」の使用について

岡山県土木工事共通仕様書等の保安施設設置基準に準じている工事では、「ももっち・うらっち」

の部分を瀬戸内市マスコット「セットちゃん」に変更したものを使用することができます。一定のデ

ザインについては、申請及び承認の手続きが不要になっていますので、下記のホームページを参
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考にしてください。

瀬戸内市ホームページ「ホーム→市政情報→瀬戸内市の概要→瀬戸内市の紹介→セットちゃん

の部屋」

Ⅴ．入札参加資格に関すること

１ 入札参加資格審査

毎年1月から2月に入札参加資格審査申請の受付を行っています。建設工事等の入札に参加

するためには、入札参加資格審査申請書を提出し、入札参加資格者名簿に登載される必要があり

ます。名簿の有効期間は、6月 1日から翌年の5月31日までです。

２ 変更届

既に申請済の入札参加資格審査申請書の内容が変更となった場合は、関係書類（資格証明等）

の写しを添付のうえ、必ず変更届を提出してください

変更届が提出されていない場合、指名停止基準に基づき指名停止となることがありますので

注意してください。

３ 水道配水用ポリエチレン管工事に係る入札参加資格要件

配水管布設工事のうち水道配水用ポリエチレン管工事に入札参加を希望する者は、配水用ポリ

エチレンパイプシステム協会の主催する施工講習を受講した者が在籍していることを資格要件と

しています。


